
鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和７年１２月２２日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦 

 

鳥取市条例第５７号 

   鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成２年鳥取市条例第１８

号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「第４会議室」の次に「、第５会議室、第６会議室」を加える。 

別表第２第４会議室の項の次に次のように加える。 

第５会議室 １時間につき４４０円 １時間につき６８０円 

第６会議室 １時間につき５７０円 １時間につき８８０円 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


